
～利用者登録～ 

 
 

大阪市行政オンラインシステムを利用するためには、利用者情報を登録する必要があります。 

大阪市行政オンラインシステムトップ画面のヘルプをクリックして、行政オンラインシステム操作マニュアルを表示し、

３.３.利用者情報を登録するをクリックして、利用者情報の登録手順を確認のうえ、メールアドレスおよび 利用

者情報の入力により、利用者登録を行ってください。 
 

パソコン画面 

 

 

 

 
 

スマートフォン画面 
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～届出手続き開始～ 
（パソコン画面による説明を掲載しています） 

 

ご注意 
●代理人による申請を除き、利用者登録者と異なる方の手続きはできません。 
●この届出によって、住民票を異動したことにはなりませんので、住所の変更をする場合は別途お住まいの市区町

村で住民票の異動の手続きが必要です。 
●帰国や海外転勤等で国外へ引越す方や、事情により納税義務者本人が納税通知書等を受け取れないとい

う理由で納税義務者本人以外への納税通知書等の送付をご希望の方は、納税管理人の申請手続をお願

いします。詳しくは、大阪市ホームページ「納税管理人の申告について」をご覧ください。 

●受付・審査・入力処理（手続き完了）には、一定期間を要しますのでご了承ください。 

※約１週間で手続き完了となります。ただし、５月上旬から６月上旬までの届出分については、「手続き完

了メール」をお送りした場合でも、事務処理のタイミングにより、新年度の納税通知書が変更前の住所に送付

される場合があります。そのため、お引越しの際は、郵便局にて郵便物の転送手続きをお願いします。 

●ご入力いただいた内容について、市税事務所職員より電話やメールによりお問い合わせする場合があります。 

 

１ 手続きの表示 
トップページ上部の手続き一覧（個人向け）をクリックし、申請できる手続き一覧を表示します。次に、キーワ

ード検索に「送付先」を入力して検索し、個人市民税・府民税の申告等の手続きをクリックしてください。 

 
 
 
２ 手続きの選択 

表示された手続き一覧から【個人向け手続】個人市・府民税・森林環境税納税通知書等の送付先情報の

変更についてをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000005755.html
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３ 手続きの開始 
手続き一覧から選択した手続きの「内容詳細」をご確認の上、下記のとおり進んでください。 

●ご本人様が申請される場合⇒画面下の申請を開始するをクリック（「５」へ進んでください） 

●ご本人様以外が申請される場合⇒画面下の申請の委任を開始するをクリック（「４」へ進んでください） 

この時点でログインされていない場合は、登録されているメールアドレスとパスワードを入力し、ログインしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊟以降の手続き中に前ページの内容を確認する場合は、必ず、画面下部の「戻る」ボタンを利用してください。 

ウェブブラウザの戻るボタンを利用すると手続開始画面まで戻りますので、ご注意ください。 

○        ✕     

 
４ 代理申請（ご本人様以外の申請）手順 
  ご本人様以外が申請をする場合は、下記の流れで申請を行っていただくこととなります。 

  ㊟申請には、委任者・代理人ともに電子署名が必要です。 
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(1)委任状の作成 【委任者】 

委任事項を確認の上、「代理人」と「委任者」の情報を入力し、委任状を作成してください。 

㊟本市による審査の際に、委任状の内容不備等が判明した場合は、委任者と代理人の双方に通知メー

ルが送信されます。 

 

 

 

」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（2）入力内容の確認 【委任者】 

    委任状の入力内容に間違いがないかご確認ください。 
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（3）電子署名の付与 【委任者】 

    委任者の電子署名を付与してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（４）委任状の送付／共有キーの発行 【委任者】 

委任状の作成が完了すると委任状番号及び委任状の有効期限が表示されます。 
この委任状を送付するをクリックの上、代理人の利用者ＩＤ（メールアドレス）を入力することで、代理人

のマイページに委任状が送付され、代理人あてにメールも自動送信されます。 

また、委任状の送付誤り防止のため、「共有キー」が発行されますので、委任者は電話やメールにて代理人

へ「共有キー」を連絡してください。 

㊟この時点では送付せず、委任者のマイページから該当の委任状を検索し、送付することも可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（5）委任状の確認 【代理人】 
   ①代理人のマイページの委任状一覧・検索をクリックし、委任状の一覧画面を表示してください。 

 

 

 

 

 

 

 

この委任状を送付する 

委任状の有効期限は 20○○年○月○日です。 
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②委任状一覧のプルダウンから受け取った委任状を指定し、表示された一覧から対象の委任状を選択し

てください。 

 

 

 

 
③委任者から連絡された「共有キー」を入力してください。 

  ㊟「共有キー」は代理人に対して行政オンラインシステムからの通知はされません。「共有キー」が不明な

場合は委任者へ確認してください。 

 ㊟「共有キー」の入力を５回誤った場合は、当該委任状は使用できなくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（6）委任状の使用 【代理人】 
    「委任状内容照会」画面が表示されるため、委任状の内容を確認し、問題がなければ委任状を使用する 

をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本情報 

手続き名 

【個人向け手続】市民税・府民税・森林環境税納税通知書等の送付先情報の変更について 

委任状番号 

1234567 

委任者から提示された共有キーを入力し、委任状の内容を確認してください。 

なお、共有キーの入力を 5回誤った場合、委任状の確認が行えなくなります。 

共有キー 必須 

確認する 

【個人向け手続】市民税・府民税・森林環境税納税通知書等の 

1234567 
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（7）代理申請の開始 【代理人】 

手続きの「内容詳細」画面が表示されるため、本人に代わり申請を開始するをクリックしてください。 

㊟申請には、代理人の電子署名が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（8）同意内容の確認・申請 【代理人】 

「同意内容確認」画面が表示されるため、上記内容に同意しますにチェックを付けて、次に進むをクリックし

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 「手続きの申請先の選択（本人以外の申請）」画面が表示されるため、代理人による申請を開始してく

ださい。（５に進んでください） 

    なお、委任状を表示するをクリックして委任状の内容を確認することができます。 
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5 １月１日現在にお住まいである区の確認 

直近の年度の１月１日現在にお住まいの区を選択し、次へ進むをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
6 申込区分の選択 

該当するものを選択し、次へ進むをクリックしてください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊟この手続は行政オンラインシステム

では対応していません 
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7 申込事由の選択 
●初めて送付先情報の設定手続を行う、または届出をしていた送付先情報を変更する場合 

⇒「設定・変更」を選択（「８」へ進みます） 

  ●届出をしていた送付先情報を解除する場合 

⇒「解除」を選択（「１０」へ進みます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 手続の理由の選択 
該当するものを選択し、次へ進むをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 詳細理由の入力 

  （例）を参考に、手続きを行う具体的な理由をご入力ください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊟いずれかに該当する場合、本手続は

不要です。 
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10 手続きされる方（納税義務者）の情報の入力 
●「７」で「設定・変更」を選択された場合 

⇒1 月 1 日現在の住所の入力および入力確認欄の選択をしてください。 

 ●「７」で「解除」を選択された場合 

⇒現在設定している納税通知書等の送付先住所の入力および入力確認欄の選択をしてください。 

（※送付先情報は次ページで入力いただきます。） 

 

氏名・カナ氏名・生年月日・電話番号については、利用者登録情報が正しく反映されているかをご確認いただ

き、反映または入力されていない場合は、手続きされる方（納税義務者）の情報を入力してください。 

㊟代理人による申請を除き、利用者登録者と異なる方の手続きはできませんのでご注意ください。 

㊟代理人による申請の場合、利用者登録情報の自動反映は行われませんので、手続きされる方（納税義

務者）の情報を入力してください。 
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11 納税通知書等の送付先情報の入力 

   ア 氏名の変更有無の選択 

   ●変更がない場合⇒「届出人と同じ」を選択（「ウ」へ進みます） 

  ●戸籍の届出（結婚、養子縁組等）に伴う変更がある場合⇒「変更あり」を選択（「イ」へ進みます） 

 

 

 

 

 

 

 

イ 変更後の氏名・カナ氏名の入力 

    変更後の氏名・カナ氏名を入力してください。 

㊟納税義務者本人以外の方の氏名を入力することはできません。納税義務者本人以外の方へ納税通知

書等の送付をご希望の場合は、納税管理人の申請手続をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ウ 納税通知書等の新たな送付先住所の入力 

    納税通知書等の送付先としたい住所を入力し、入力確認をしてください。 
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  エ 電話番号の変更有無の選択 

●「１０」で入力した電話番号と同一の場合⇒「届出人と同じ」を選択（「カ」へ進みます） 

  ●「１０」で入力した電話番号と異なる場合⇒「変更あり」を選択（「オ」へ進みます） 

 

 

 

 

 

 

 

オ 変更後の電話番号の入力 

  変更後の電話番号を入力してください。 

 

 

 

 

 

カ 設定する税目の選択 

本市が送付する税目のうち、個人市民税以外に設定する税目がある場合は選択してください。 

なお、法人市民税～入湯税の 7 税目すべてに設定を希望する場合は「全て」を選択してください。 

※申込事由で解除を選択された場合は、解除したい税目をすべて選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ 本人確認書類の添付 
アップロードするファイルを選択をクリックして、データ化した本人確認書類をアップロードしてください。本人確

認書類のアップロードが終わりましたら、次へ進むをクリックしてください。 

  ㊟アップロードできるファイルの形式は、「.pdf」「.jpg」「.jpeg」です。これまでに入力いただいた内容によっては、

追加で本人確認書類等の提出をお願いする場合があります。 
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運転免許証の裏面などアップロードするファイルが２つ以上ある場合は、「本人確認書類（その２）」にア

ップロードしてください。アップロードするファイルは合計４つまで可能です。 

本人確認書類のアップロードが終わりましたら、次へ進むをクリックしてください。 

    ㊟マイナンバーカードをアップロードする場合は、表面のみアップロードしてください。個人番号が記載されている

裏面をアップロードした場合、差し替えをお願いすることがありますのでご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 申請内容の確認 
これまで入力いただいた内容が表示されますので、届出内容に誤りがないか確認してください。              

修正が必要な場合は、各項目の右端にある修正するをクリックして各項目の修正を行ってください。 

修正がない場合は、申請するをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご注意 

●申告手続きの受付・審査・入力処理（手続き完了）には、一定期間を要しますのでご了承ください。 
●市税事務所での審査開始および手続き完了の際には、利用登録されたメールアドレスあて通知します。 
●申告内容に不備がある場合などは、差戻しなどを行いメール通知しますので、必ずご確認ください。 
 

 



行政オンラインシステムによる個人市・府民税・森林環境税納税通知書等の送付先変更に係る手続 

- 13 - 

～届出手続き後～ 

 
 

■申込番号の表示 
申請が完了すると申込番号が表示されます。 

問い合わせには申込番号が必要となりますので、通知メールを保存していただくか、申請完了画面で申込番号を

控えてください。なお、届出内容や手続きの処理状況はマイページから確認することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■手続き処理状況のメール通知 

市税事務所が手続きの審査開始時および手続き（処理）完了時に、それぞれ、利用者登録のメールアドレスあ

てにメール通知します。 

ご注意 

●届出内容に不備がある場合などは、手続きの差戻しなどを行いメール通知しますので、必ずご確認ください。 

●約１週間で手続き完了となります。ただし、５月上旬から６月上旬までの届出分については、「手続き完

了メール」をお送りした場合でも、事務処理のタイミングにより、新年度の納税通知書が変更前の住所に送

付される場合があります。そのため、お引越しの際は、郵便局にて郵便物の転送手続きをお願いします。 
 
 

■届出内容・処理状況の確認 
マイページ＞利用者メニュー＞申請履歴の確認から、申請手続きの内容・処理状況が確認できます。 

なお、市税事務所が手続き（処理）を完了すると、申請状況欄に「手続きが完了しました」と表示されます。 

申請状況欄の表示  
●申請内容を確認中です：市税事務所が受付後・処理中 
●手続きが完了しました：市税事務所が処理を完了 

 

 


